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は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、
一
際
目
立
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
文
物
の
一
つ

に
、
柏
木
か
ら
そ
の
不
義
の
子
薫
に
伝
わ
っ
て
い
く
横
笛
が
あ
る
。
柏
木

は
元
々
、
内
大
臣
か
ら
受
け
継
ぐ
和
琴
の
奏
者
と
し
て
描
か
れ
て
き
た

が
、
横
笛
巻
で
突
如
、
彼
が
生
前
大
切
に
し
て
い
た
と
い
う
横
笛
が
登
場

し
、
そ
の
名
手
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
話
は
、

柏
木
か
ら
一
条
御
息
所
、
夕
霧
、
光
源
氏
を
通
じ
て
、
第
三
部
の
宿
木
巻

で
薫
が
件
の
横
笛
を
吹
き
こ
な
す
姿
が
描
か
れ
て
、
幕
を
下
ろ
す
。
つ
ま

り
、
当
該
の
横
笛
は
、『
源
氏
物
語
』
五
四
帖
の
う
ち
の
一
つ
の
巻
で
、

中
心
に
据
え
て
描
か
れ
、
さ
ら
に
は
第
三
部
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
に

な
る
。

　

ゆ
え
に
、
研
究
史
上
、
こ
の
横
笛
は
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
説
か
れ
て

き
た
。
相
伝
の
問
題
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
と
対
比
さ
れ
る
形
で
論
じ
ら

れ
て
い
る（

１
）。

ま
た
、
小
嶋
菜
温
子
氏
は
、

柏
木
と
い
う
人
物
を
主
体
に
し
て
見
る
と
、
彼
は
光
源
氏
を
支
配
し

た
王
権
の
主
題
を
、
六
条
院
の
終
焉
に
先
立
っ
て
引
き
継
ぐ
こ
と
に

な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
密
通
事
件
も
ふ
く
め
て
こ
の
人
物
を
め
ぐ

る
物
語
全
体
が
、
個
人
の
枠
を
超
え
た
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ

『
源
氏
物
語
』「
陽
成
院
の
御
笛
」
考

─
─
准
拠
と
そ
の
も
た
ら
す
も
の
─
─

山
本
夏
希
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と
を
意
味
し
よ
う
。
笛
の
相
伝
の
物
語
を
、
一
人
の
人
間
あ
る
い
は

彼
の
家
の
相
伝
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
留
ま
ら
な
い
も
の
と
さ
せ
た
王
権

の
主
題
の
重
さ
を
受
け
止
め
た
い
。

と
王
権
の
問
題
と
し
て
と
ら
え（

２
）、

物
語
の
根
幹
を
担
う
楽
器
と
し
て
大
き

な
意
味
を
見
出
し
た
。

　

本
稿
で
特
に
問
題
と
し
た
い
の
は
、
こ
の
横
笛
を
手
に
し
て
、
笛
の
処

遇
に
困
っ
た
夕
霧
が
、
六
条
院
に
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
光
源

氏
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
柏
木
の
横
笛
の
由
緒
語
り
で
あ
っ
た
。

　
「
そ
の
笛
は
こ
こ
に
見
る
べ
き
ゆ
ゑ
あ
る
物
な
り
。
か
れ
は
陽
成

院
の
御
笛
な
り
。
そ
れ
を
、
故
式
部
卿
宮
の
い
み
じ
き
も
の
に
し
た

ま
ひ
け
る
を
、
か
の
衛
門
督
は
、
童
よ
り
い
と
こ
と
な
る
音
を
吹
き

出
で
し
に
感
じ
て
、
か
の
宮
の
萩
の
宴
せ
ら
れ
け
る
日
、
贈
物
に
と

ら
せ
た
ま
へ
る
な
り
。
女
の
心
は
深
く
も
た
ど
り
知
ら
ず
、
し
か
も

の
し
た
る
な
な
り
」 

（
横
笛
巻
・
三
六
七
頁（

３
））

　

柏
木
の
横
笛
は
、「
陽
成
院
の
御
笛
」
と
呼
ば
れ
、「
故
式
部
卿
宮
」
と

い
う
人
物
が
大
切
に
し
て
い
た
名
器
で
あ
っ
た
。
柏
木
は
幼
い
時
か
ら
笛

を
と
て
も
上
手
に
吹
き
こ
な
し
た
た
め
に
、
故
式
部
卿
宮
か
ら
「
萩
の

宴
」
で
そ
れ
を
贈
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
上
、「
陽

成
院
の
御
笛
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
は
、「
陽
成
院
」
が
歴
史
上
の
陽

成
院
を
さ
す
の
か
、
そ
れ
と
も
作
中
人
物
の
中
に
「
陽
成
院
」
と
い
う
院

号
の
人
物
が
い
た
と
と
る
か
で
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た（

４
）。

　

し
か
し
、
近
年
、
一
条
朝
に
お
い
て
、
歴
史
上
の
陽
成
院
の
所
有
物
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
笛
の
記
録
が
新
た
に
見
つ
か
り
、
横
山
勇
気
氏
に
よ
っ

て
、　

「
陽
成
院
の
御
笛
」
が
「
赤
笛
」
と
し
て
史
実
に
存
在
し
て
い
た

こ
と
も
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
「
陽
成
院
」
は
歴
史
上
の
陽
成

天
皇
だ
と
考
え
る
他
な
い
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
柏
木
の
笛
、
す
な
わ

ち
「
陽
成
院
の
御
笛
」
は
、
こ
の
「
赤
笛
」
を
準
拠
と
す
る
こ
と
も

い
え
る
。

と
、「
陽
成
院
の
御
笛
」
に
は
准
拠
と
な
る
横
笛
が
実
在
し
て
い
た
と
い

う
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
た（

５
）。

　

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
陽
成
院
の
御
笛
」
に
つ
い
て
の

研
究
に
新
た
な
視
点
が
投
じ
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

横
山
氏
の
論
で
は
、「
陽
成
院
の
御
笛
」
が
「
赤
笛
」
を
准
拠
と
す
る
こ

と
を
示
す
諸
資
料
の
検
討
が
充
分
に
な
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
が
た
い
。
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未
だ
「
陽
成
院
の
御
笛
」
が
「
赤
笛
」
と
い
う
横
笛
を
准
拠
と
す
る
意
味

を
考
え
て
い
く
余
地
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、「
赤
笛
」
の
諸
資
料
を
再

検
討
し
、「
赤
笛
」
を
准
拠
と
す
る
こ
と
で
物
語
に
も
た
ら
さ
れ
る
意
味

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

一
、｢

陽
成
院
の
御
笛｣
の
准
拠

　　

ま
ず
は
、
本
稿
で
問
題
と
な
る
「
陽
成
院
の
御
笛
」
の
准
拠
と
な
る

「
赤
笛
」
と
い
う
横
笛
を
確
認
し
て
い
く
。『
朝
覲
行
幸
部
類
』
正
暦
元
年

（
九
九
〇
）
正
月
十
一
日
の
記
録
で
あ
る
。

　

正
暦
元
年
正
月
十
一
日
、
幸
円
融
寺
、
皇
后
同
輿
、
小
右
記
云
、
主
上

奉
瑠
璃
香
爐
・
純
金
御
念
珠
莒
、
納
御
念
珠
、
不
見
、
付
紅

梅
作
枝
、
居
鷺
、
皆
銀

、
又
院
符
奉
御
帯

納
莒
、
御
手
本
・
御
笛
、
號
赤
笛
、
陽
成
院
物
、
傅
自

故
三
條
殿
、
頭
中
将
所
奉

　
（
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
正
月
十
一
日
・『
朝
覲
行
幸
部
類（

６
）』）

　
『
朝
覲
行
幸
部
類
』
と
い
う
資
料
は
、
寛
治
か
ら
建
仁
ま
で
の
朝
覲
行

幸
の
記
録
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る（

７
）。『

小
右
記
』
の
記
述
で
あ
る
と
謳

わ
れ
て
い
る
が
、
現
在
『
小
右
記
』
に
は
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
逸
文
に

相
当
す
る
。
右
に
よ
れ
ば
、
正
暦
元
年
正
月
十
一
日
に
、
一
条
天
皇
は
父

の
円
融
院
の
も
と
に
朝
覲
行
幸
を
し
た
。
朝
覲
行
幸
と
は
、
天
皇
が
年
の

初
め
に
太
上
天
皇
・
皇
太
后
の
住
ま
い
に
行
幸
し
、
新
年
の
あ
い
さ
つ
を

行
う
儀
礼
で
あ
る
。
そ
の
場
で
、
円
融
院
か
ら
一
条
天
皇
に
「
陽
成
院

物
」
と
さ
れ
る
横
笛
が
贈
ら
れ
、
そ
れ
が
「
赤
笛
」
と
名
を
持
つ
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
朝
覲
行
幸
部
類
』
か
ら
見
て
、「
赤
笛
」
が
歴
史
上
の
陽
成
院
の
所
有

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
横
山
氏
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
た
上

で
、
さ
ら
に
「
赤
笛
」
が
円
融
院
か
ら
一
条
天
皇
と
い
う
父
子
の
間
で
伝

授
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、

で
は
、
こ
の
「
赤
笛
」
を
准
拠
と
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
つ
の
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
先
に
挙
げ
た
『
朝
覲
行
幸
部

類
』
の
記
事
に
は
も
う
一
つ
重
要
な
事
実
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
「
赤
笛
」
が
「
院
」
か
ら
「
主
上
」
に
、
す
な
わ
ち
円
融
法
皇

か
ら
一
条
天
皇
に
贈
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
円
融
と
一

条
は
親
子
関
係
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
条
は
『
源
氏
物
語
』
が
成
立

し
た
時
代
の
天
皇
で
あ
る
。
こ
の
円
融
か
ら
一
条
へ
、
す
な
わ
ち
父

親
か
ら
子
へ
贈
ら
れ
た
「
赤
笛
」
を
準
拠
と
す
る
「
陽
成
院
の
御

笛
」
が
柏
木
か
ら
薫
へ
贈
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
そ
れ

が
柏
木
の
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
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だ
ろ
う
か
。

と
論
じ
て
い
る（

８
）。

　

確
か
に
、『
源
氏
物
語
』
が
執
筆
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
長
保
二
年

（
一
〇
〇
〇
）
頃
だ
と
さ
れ
て
い
る（

９
）。

横
笛
贈
答
の
場
で
あ
る
正
暦
元
年

正
月
十
一
日
は
そ
れ
以
前
の
出
来
事
で
あ
り
、
物
語
が
円
融
院
か
ら
一
条

天
皇
へ
贈
ら
れ
た
史
実
を
ふ
ま
え
て
構
想
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は

十
分
で
き
る
。
ま
た
、
平
安
時
代
の
朝
覲
行
幸
は
政
治
的
な
意
味
合
い
が

強
く
、
周
囲
や
臣
下
に
太
上
天
皇
と
天
皇
と
の
繋
が
り
の
強
さ
を
誇
示

し
、
太
上
天
皇
が
皇
統
の
家
父
長
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
意
味
が

あ
っ
た
と
説
か
れ
て
い
る）

（1
（

。
そ
の
よ
う
な
公
的
な
儀
式
で
あ
れ
ば
、
当
時

の
『
源
氏
物
語
』
の
読
者
で
あ
っ
た
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
、
正
暦
元
年
の

朝
覲
行
幸
で
円
融
院
か
ら
一
条
天
皇
に
笛
が
贈
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事

実
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
よ
う
。

　

横
山
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
「
陽
成
院
の
御
笛
」
に

は
、
正
暦
元
年
正
月
に
円
融
院
か
ら
一
条
天
皇
に
「
赤
笛
」
が
贈
ら
れ
た

事
実
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
蓋
然
性
が
一
定
程
度
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
だ
が
、
我
々
は
、
円
融
院
か
ら
一
条
天
皇
に
伝
え
ら
れ
た
事
実
に

よ
っ
て
の
み
、
作
品
の
笛
に
父
子
相
伝
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
着
せ
し
め
ら
れ

た
わ
け
で
な
い
点
に
も
、
よ
く
よ
く
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、『
朝
覲
行
幸
部
類
』
を
含
む
「
赤
笛
」
の
諸
資
料
に

は
、
一
条
天
皇
、
円
融
院
以
外
に
も
「
赤
笛
」
の
伝
承
者
が
記
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
を
ど
う
考
え
る
か
。
本
稿
で
は
そ
こ
を
重
視
し

て
、
示
さ
れ
て
き
た
資
料
を
改
め
て
洗
い
な
お
し
て
み
た
い
わ
け
で
あ

る
。

　

二
、
村
上
朝
の｢

赤
笛｣

　
『
朝
覲
行
幸
部
類
』
の
記
述
以
前
に
も
、「
赤
笛
」
の
記
述
は
見
ら
れ

る
。『
花
鳥
余
情
』
の
宿
木
巻
の
注
釈
に
引
か
れ
た
資
料
を
挙
げ
る
。

天
暦
三
年
右
大
臣
捧
先
皇
賜
勤
子
内
親
王
箏
譜
三
巻
左
衛
門
督
執
赤

笛
一
管
元
貞
保
親

王
笛
歟
左
兵
衛
督
将
螺
筝
一
面
元
良
親
王

物
有
哥
音
奏
名
而
献
之）

（（
（

　

宿
木
巻
藤
花
宴
の
場
面
は
、『
西
宮
記
』
の
天
暦
三
年
（
九
四
九
）
の

藤
花
宴
の
記
述
に
拠
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。『
花
鳥
余
情
』
が
挙

げ
る
資
料
の
典
拠
は
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
西
宮
記
』
に
も
こ
の
記
事

は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
資
料
に
拠
れ
ば
、
天
暦
三
年
に
村
上
天

皇
に
献
上
さ
れ
た
贈
り
物
の
中
に
「
赤
笛
」
と
呼
ば
れ
る
笛
が
あ
り
、
元

は
貞
保
親
王
の
笛
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



　　　『源氏物語』「陽成院の御笛」考─ 61 ─
　

貞
保
親
王
は
、
陽
成
院
の
同
母
弟
で
、
横
笛
を
初
め
と
し
て
管
絃
の
名

手
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
物
語
内
で
は
柏
木
に
「
陽
成
院
の
御
笛
」
を

贈
っ
た
「
故
式
部
卿
宮
」
の
准
拠
と
し
て
『
河
海
抄
』、『
花
鳥
余
情
』
か

ら
長
き
に
わ
た
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
人
物
で
あ
る）

（1
（

。
最
近
で
は
、
森
野
正

弘
氏
が
、「
故
式
部
卿
宮
」
の
准
拠
を
貞
保
親
王
以
外
の
歴
史
的
人
物
か

ら
検
討
さ
れ
、
こ
の
問
題
に
一
石
を
投
じ
て
い
る）

（1
（

。
し
か
し
、
先
の
資
料

に
よ
れ
ば
、「
故
式
部
卿
宮
」
の
准
拠
と
さ
れ
て
き
た
貞
保
親
王
に
も

「
赤
笛
」
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、「
故
式
部
卿
宮
」
の

准
拠
が
こ
の
人
物
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
右
の
資
料
の
「
右
大
臣
」
は
藤
原
師
輔
、「
左
衛
門
督
」

は
源
高
明
、「
左
兵
衛
督
」
は
藤
原
師
尹
を
そ
れ
ぞ
れ
さ
し
て
い
る
。
師

輔
は
、「
醍
醐
天
皇
が
勤
子
内
親
王
に
賜
っ
た
と
い
う
箏
譜
三
巻
」、
高
明

は
「
元
は
貞
保
親
王
が
持
っ
て
い
た
と
お
ぼ
し
き
赤
笛
」、
師
尹
は
「
螺

鈿
の
箏
一
面
」
を
持
ち
、
名
を
奏
し
て
村
上
天
皇
に
献
上
し
た
と
い
う
。

つ
ま
り
、
源
高
明
が
執
り
、
村
上
天
皇
に
献
上
し
た
も
の
が
「
赤
笛
」
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
献
上
し
た
の
は
源
高
明
だ
が
、「
赤
笛
」
が
源
高
明

の
物
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
御
遊
が
行
わ
れ
た
後
に
、
楽
器
等
の
物

を
献
上
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
西
宮
記
』
に
詳
し
い
。『
西
宮
記
』
献

上
物
事
を
挙
げ
る
。

御
遊
之
次
献
琴
笛
手
本
等
時
、
王
卿
各
執
列
居
御
前
。
雖
無
問
人

一
々
奏
其
物
名
。
其
詞
多
加
御
字
。

）
（1
（

東
乃
御
琴

類
也
。

　
『
西
宮
記
』
に
よ
れ
ば
、
御
遊
の
後
に
笛
や
手
本
等
を
献
上
す
る
と
き

に
は
、
王
卿
が
献
上
物
を
持
っ
て
並
び
、
其
の
物
の
名
を
奏
上
す
る
こ
と

が
し
き
た
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
天
暦
三
年
の
藤
花
宴
に

お
い
て
も
、
献
上
の
し
き
た
り
通
り
に
源
高
明
は
献
上
す
る
役
割
を
担
っ

た
の
で
あ
っ
て
、「
赤
笛
」
の
所
有
者
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
、

こ
れ
ら
の
献
上
品
は
一
体
誰
の
物
で
あ
っ
た
の
か
。
同
日
の
事
柄
を
記
し

た
『
古
今
著
聞
集
』
の
記
事
を
挙
げ
る
。

同
じ
き
三
年
四
月
十
二
日
、
飛
香
舎
に
て
藤
花
の
宴
あ
り
け
り
。
右

大
臣
・
左
衛
門
督
・
左
兵
衛
の
督
候
ひ
給
ふ
。
和
歌
糸
竹
の
興
な
ど

は
て
て
、
女
御
、
御
お
く
り
物
あ
り
け
り
。
先
皇
の
勤
子
内
親
王
に

た
ま
ひ
け
る
筝
譜
三
巻
、
貞
保
親
王
の
用
ゐ
た
り
け
る
笛
・
螺
鈿
の

筝
な
ど
を
ぞ
奉
り
給
ひ
け
る）

（1
（

。

　
『
古
今
著
聞
集
』
の
記
事
で
は
、「
赤
笛
」
で
あ
る
と
は
明
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、「
貞
保
親
王
の
用
ゐ
た
る
笛
」
と
あ
り
、『
花
鳥
余
情
』
と
同
様
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に
「
赤
笛
」
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
右
大
臣
・
左
衛
門

督
・
左
兵
衛
の
督
」
等
の
人
物
た
ち
も
、『
花
鳥
余
情
』
同
じ
く
伺
候
し

て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
ち
ら
の
記
事
で
は
、
王
卿
が
献

上
し
た
こ
と
は
記
さ
れ
ず
、「
女
御
、
御
お
く
り
物
あ
り
け
り
」
と
、「
女

御
」
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
献
上
品
が
村
上
天
皇
に
贈
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
「
女
御
」
は
、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
の
頭
注
に
よ
れ

ば
、
藤
原
安
子
を
指
す
。
藤
原
安
子
は
、
右
大
臣
・
師
輔
を
父
と
し
、
天

慶
九
年
（
九
四
六
）
に
村
上
天
皇
の
女
御
と
な
っ
て
い
る
。「
女
御
」
で

あ
る
安
子
か
ら
贈
ら
れ
た
品
々
と
い
う
こ
と
は
、
父
で
あ
る
師
輔
が
所
有

し
て
い
た
物
を
藤
花
宴
の
折
に
、
安
子
を
通
じ
て
贈
っ
た
と
い
う
意
味
だ

ろ
う
。
そ
れ
を
、
御
遊
の
し
き
た
り
と
し
て
、
師
輔
、
高
明
、
師
尹
が
帝

の
前
に
並
び
、
品
々
を
持
っ
て
、
物
の
名
を
奏
上
し
な
が
ら
献
上
し
た
、

と
い
う
事
柄
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
赤
笛
」
は
、
師
輔
の
家
が
所
有
し
た
と
思
し
く
、
藤

花
宴
で
高
明
の
手
か
ら
、
村
上
天
皇
へ
と
献
上
さ
れ
た
物
な
の
で
あ
る
。

師
輔
は
、
娘
の
安
子
と
村
上
天
皇
と
の
間
に
生
ま
れ
た
憲
平
親
王
が
立
太

子
し
た
こ
と
に
よ
り
勢
力
を
得
て
、
子
の
伊
尹
・
兼
通
・
兼
家
、
さ
ら
に

孫
の
道
隆
・
道
兼
・
道
長
と
続
く
藤
原
摂
関
家
の
祖
と
な
っ
た）

（1
（

。
以
上
の

こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、「
赤
笛
」
は
村
上
朝
で
は
藤
原
師
輔
・
安
子
が
所

有
し
、
公
的
な
場
で
、「
赤
笛
」
を
天
皇
へ
の
贈
り
物
と
す
る
こ
と
で
、

天
皇
家
と
の
つ
な
が
り
を
密
に
し
て
き
た
、
い
わ
ば
藤
原
摂
関
家
の
栄
躍

の
証
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

三
、
一
条
朝
の
﹁
赤
笛
﹂

　

村
上
朝
に
お
け
る
「
赤
笛
」
は
、
藤
原
摂
関
家
九
条
流
の
祖
・
師
輔
が

所
有
し
て
い
た
と
お
ぼ
し
き
横
笛
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
こ
か
ら
は
、『
朝
覲
行
幸
部
類
』
の
資
料
に
記
さ
れ
た
「
赤
笛
」
を
改

め
て
確
認
し
て
い
く
。『
朝
覲
行
幸
部
類
』
正
暦
元
年
正
月
十
一
日
の
資

料
を
再
掲
す
る
。

正
暦
元
年
正
月
十
一
日
、
幸
円
融
寺
、
皇
后
同
輿
、
小
右
記
云
、
主
上
奉

瑠
璃
香
爐
・
純
金
御
念
珠
莒
、
納
御
念
珠
、
不
見
、
付
紅

梅
作
枝
、
居
鷺
、
皆
銀

、
又
院
符
奉
御
帯
納

莒
、
御
手
本
・
御
笛
、
號
赤
笛
、
陽
成
院
物
、
傅
自　

故
三
條
殿
、
頭
中
将
所
奉

　

柏
木
の
横
笛
が
「
赤
笛
」
と
呼
ば
れ
る
物
で
、
元
は
陽
成
院
が
持
っ
て

い
た
も
の
と
お
ぼ
し
き
横
笛
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
下
に
は
さ
ら
に
「
傅
自
故
三
條
殿
、
頭
中
将
所
奉
」
と
続
き
、

「
赤
笛
」
は
「
故
三
條
殿
」
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
、「
頭
中
将
」
が
円
融

院
に
献
上
し
た
物
で
あ
る
と
い
う
赤
笛
の
出
自
を
示
し
て
い
る
。『
大
日
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本
古
記
録
』
の
傍
注
に
よ
れ
ば
、「
故
三
条
殿
」
は
藤
原
頼
忠
、「
頭
中

将
」
は
藤
原
道
頼
を
指
す
、
と
い
う
。

　

藤
原
頼
忠
は
、
父
は
藤
原
実
頼
、
母
は
藤
原
時
平
女
で
、
貞
元
二
年

（
九
七
七
）
に
は
円
融
天
皇
の
左
大
臣
、
翌
年
天
元
元
年
（
九
七
八
）
に

は
太
政
大
臣
と
な
っ
て
い
る
。
頼
忠
は
、
円
融
、
花
山
天
皇
と
二
代
続
け

て
関
白
を
務
め
、
生
前
は
三
条
に
住
ん
で
い
た
た
め
に
、「
三
条
太
政
大

臣
」
と
呼
ば
れ
て
い
た）

（1
（

。
朝
覲
行
幸
の
記
事
の
前
年
、
永
祚
元
年
（
九
八

九
）
六
月
二
六
日
に
、
六
六
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め
、『
朝
覲
行
幸

部
類
』
に
は
「
故
三
條
殿
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
頭
中
将
」
は
、『
大
日
本
古
記
録
』
の

傍
注
で
は
、
藤
原
道
頼
と
さ
れ
て
い
る
。『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
道

頼
は
永
延
二
年
（
九
八
八
）
二
月
二
七
日
に
右
中
将
、
永
延
三
年
（
九
八

九
）
三
月
四
日
左
中
将
、
同
年
十
月
に
蔵
人
頭
を
兼
任
し
、
参
議
に
叙
せ

ら
れ
た
の
は
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
十
一
月
七
日
な
の
で
、
正
暦
元
年
正

月
十
一
日
に
、
頭
中
将
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
道
頼

は
、
父
が
藤
原
道
隆
、
母
は
伊
予
守
藤
原
守
仁
女
で
、
祖
父
の
藤
原
兼
家

の
養
子
と
な
っ
て
お
り
、
頼
忠
に
と
っ
て
は
関
係
の
良
く
な
い
家
の
人
間

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
頼
忠
が
生
前
大
切
に
し
て
い
た
横
笛
を
、
道
頼
が

持
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
り
、『
朝
覲
行
幸
部
類
』
の
「
頭

中
将
」
が
藤
原
道
頼
を
指
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
正
暦
元
年
正
月
の
時
点
に
お
い
て
、「
頭
中
将
」
と
呼
ば

れ
る
べ
き
人
物
が
道
頼
の
他
に
、
実
は
も
う
一
人
存
在
し
た
。
頼
忠
の
長

男
、
公
任
で
あ
る
。
公
任
は
、
康
保
三
年
（
九
六
六
）
に
、
頼
忠
と
醍
醐

天
皇
皇
子
中
務
卿
代
明
親
王
の
女
厳
子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
。
漢
詩
・
管

絃
・
和
歌
の
三
船
の
才
を
称
さ
れ
た
と
い
う
逸
話
が
『
大
鏡
』
に
残
っ
て

い
る
ほ
ど
の
博
学
才
穎
な
人
物
で
、『
紫
式
部
日
記
』
の
記
述
に
よ
れ

ば
、『
源
氏
物
語
』
の
好
意
的
な
読
者
の
一
人
だ
っ
た）

（1
（

。『
公
卿
補
任
』
に

よ
れ
ば
、
公
任
は
永
観
元
年
（
九
八
三
）
十
二
月
十
三
日
に
左
近
衛
権
中

将
、
永
延
三
年
（
九
八
九
）
二
月
二
十
三
日
に
蔵
人
頭
を
兼
任
し
、
正
暦

三
年
（
九
九
二
）
八
月
二
八
日
に
参
議
に
叙
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
こ
と

は
、『
小
右
記
』
の
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
二
月
二
十
三
日
条
に
記
さ
れ

て
い
る
。

以
蔵
人
頭
左
近
衛
中
将
公
任
、
今
夜
補

蔵
人
頭

（『
小
右
記
』
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
二
月
二
三
日
条
）

　
『
小
右
記
』
で
は
、
永
祚
元
年
と
な
っ
て
い
る
が
、
永
延
三
年
八
月
に

永
祚
に
改
元
さ
れ
て
い
る
た
め
同
年
で
あ
る
。『
小
右
記
』
の
記
事
か

ら
、
藤
原
公
任
が
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
に
頭
中
将
と
な
っ
て
い
た
こ
と

は
確
実
で
あ
り
、
参
議
に
叙
さ
れ
る
正
暦
三
年
ま
で
頭
中
将
で
あ
っ
た
と



國學院雜誌　第 116 巻第 9号（2015） ─ 64 ─

い
え
る
。
ま
た
、『
近
衛
府
補
任
』
に
お
い
て
も
、
正
暦
元
年
は
、
公
任

と
道
頼
が
左
中
将
で
、
蔵
人
頭
を
兼
任
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る）
11
（

。
つ
ま
り
、
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
正
月
十
一
日
の
朝
覲
行
幸
の
時
点

に
お
い
て
は
、
道
頼
だ
け
で
な
く
、
公
任
も
頭
中
将
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、「
頭
中
将
」
を
道
頼
だ
と
断
定
す
る

『
大
日
本
古
記
録
』
の
傍
注
は
不
審
で
あ
ろ
う
。
頼
忠
が
、
関
係
の
薄
い

道
頼
に
宝
器
「
赤
笛
」
を
渡
し
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
父
子
関
係
に
あ
っ

た
公
任
に
渡
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
朝

覲
行
幸
部
類
』
に
お
け
る
「
頭
中
将
」
は
、
道
頼
で
は
な
く
公
任
で
あ

り
、「
赤
笛
」
は
頼
忠
・
公
任
父
子
に
伝
わ
っ
た
横
笛
だ
っ
た
公
算
は
極

め
て
高
い
。
公
任
は
、
亡
く
な
っ
た
父
・
頼
忠
か
ら
伝
わ
っ
た
「
赤
笛
」

を
所
持
し
、
そ
れ
を
円
融
院
に
奉
っ
た
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

頼
忠
は
天
皇
二
代
に
わ
た
る
関
白
を
務
め
あ
げ
、
公
任
は
一
条
朝
き
っ

て
の
才
人
と
し
て
名
高
く
、
藤
原
斉
信
、
藤
原
行
成
、
源
俊
賢
と
と
も
に

「
一
条
朝
の
四
納
言
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
実
務
家
で
も
あ
っ
た）

1（
（

。
し
か

し
、
頼
忠
は
円
融
朝
、
花
山
朝
と
関
白
の
座
に
就
き
な
が
ら
も
、
外
戚
関

係
を
作
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
藤
原
兼
家
に
摂
関
の
座
を
奪
わ
れ
る
。
そ

し
て
兼
家
の
子
孫
た
ち
が
以
降
の
摂
関
を
独
占
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の

で
あ
る）

11
（

。
そ
の
た
め
、
公
任
は
、
関
白
太
政
大
臣
の
嫡
男
と
し
て
生
ま

れ
、
多
才
な
人
物
で
あ
り
な
が
ら
も
、
極
官
は
権
大
納
言
で
、
官
位
に
は

恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
頼
忠
は
、
嫡
男
で
あ
る
公
任
が
自
分
の
跡
を
継
い
で

関
白
と
な
り
、
子
孫
に
末
永
く
摂
関
の
座
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を

望
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。
結
果
的
に
、
公
任
は
関
白
に
な
れ
ず
、
そ
の
立
場

は
師
輔
を
祖
と
す
る
九
条
流
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
実
頼
を
祖
と
す
る

小
野
宮
流
は
傍
系
へ
と
追
い
や
ら
れ
、
過
去
の
家
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
不
遇
の
摂
関
家
頼
忠
・
公
任
父
子
に
伝
わ
っ
た
「
赤
笛
」
を
、
当
時
の

人
々
は
ど
う
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
赤
笛
」
は
、
摂
関
家
を
つ
い
で

ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
込
め
て
、
頼
忠
か
ら
公
任
へ
と
受
け
継
が
れ
た
名

器
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

四
、
柏
木
の
願
い
と
執
着

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、「
赤
笛
」
な
ら
ぬ
「
陽
成
院
の
御
笛
」

が
、
柏
木
か
ら
薫
と
い
う
父
子
の
間
で
相
伝
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
は
も
う
一
度
『
源
氏
物
語
』
に
立
ち
返
り
、
そ
の
相
伝
の
意
味

を
考
え
て
い
く
。
横
笛
巻
で
、「
陽
成
院
の
御
笛
」
を
一
条
御
息
所
か
ら

贈
ら
れ
た
夕
霧
の
夢
枕
に
、
柏
木
の
霊
が
現
れ
る
場
面
を
挙
げ
る
。

す
こ
し
寝
入
り
た
ま
へ
る
夢
に
、
か
の
衛
門
督
、
た
だ
あ
り
し
さ
ま
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の
袿
姿
に
て
、
か
た
は
ら
に
ゐ
て
、
こ
の
笛
を
取
り
て
見
る
。
夢
の

中
に
も
、
亡
き
人
の
わ
づ
ら
は
し
う
こ
の
声
を
た
づ
ね
て
来
た
る
と

思
ふ
に
、

「
笛
竹
に
吹
き
よ
る
風
の
こ
と
な
ら
ば
末
の
世
な
が
き
音
に
伝

へ
な
む

思
ふ
方
異
に
は
べ
り
き
」
と
言
ふ
を
、
問
は
ん
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
若

君
の
寝
お
び
れ
て
泣
き
た
ま
ふ
御
声
に
さ
め
た
ま
ひ
ぬ
。

　
（
横
笛
巻
・
三
五
九
、
三
六
〇
頁
）

　

夕
霧
の
夢
枕
に
立
っ
た
柏
木
は
、
そ
の
傍
ら
に
座
り
、
横
笛
を
手
に

取
っ
て
見
つ
め
た
。
こ
の
場
面
の
柏
木
の
霊
に
つ
い
て
は
、
平
野
美
佳
氏

が
柏
木
の
霊
の
「
ゐ
」
る
姿
に
着
目
さ
れ
、「
異
常
な
ま
で
の
、
凄
ま
じ

い
執
着
を
象
徴
し
た
も
の
」
だ
っ
た
と
す
る）

11
（

。
で
は
、
柏
木
の
霊
は
何
に

執
着
し
た
の
か
。
こ
の
場
で
柏
木
の
霊
は
一
首
の
和
歌
を
詠
む
。「
笛
竹

に
吹
き
よ
る
風
の
こ
と
な
ら
ば
末
の
世
な
が
き
音
に
伝
へ
な
む
」
─
こ
の

和
歌
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
音
」
と
「
根
」
が
掛
詞
に

な
っ
て
お
り
、「
根
」
に
は
子
孫
の
意
を
響
か
せ
て
い
る）

11
（

。
死
し
て
な

お
、
現
世
に
現
れ
た
柏
木
が
執
着
し
た
も
の
は
、「
陽
成
院
の
御
笛
」
を

自
ら
の
子
孫
に
伝
え
る
こ
と
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

柏
木
は
内
大
臣
（
当
時
は
太
上
大
臣
）
の
嫡
男
で
、
藤
原
氏
の
血
筋
で

あ
る
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
本
人
は
、
大
臣
の
座
に
上
る
こ
と
も

な
く
、
若
く
し
て
亡
く
な
る
。
柏
木
巻
に
お
い
て
、
臨
終
間
際
の
柏
木
は

病
床
で
自
身
の
人
生
を
振
り
返
る
。

い
は
け
な
か
り
し
ほ
ど
よ
り
、
思
ふ
心
こ
と
に
て
、
何
ご
と
を
も
人

に
い
ま
一
際
ま
さ
ら
む
と
、
公
私
の
こ
と
に
ふ
れ
て
、
な
の
め
な
ら

ず
思
ひ
の
ぼ
り
し
か
ど
、
そ
の
心
か
な
ひ
が
た
か
り
け
り
と
、
一
つ

二
つ
の
ふ
し
ご
と
に
、 

（
柏
木
巻
・
二
八
九
頁
）

　

柏
木
は
、
幼
い
頃
か
ら
「
何
ご
と
を
も
人
に
い
ま
一
際
ま
さ
ら
む
」

と
、
人
よ
り
秀
で
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
心
は
か
な
わ
な
か
っ
た
と

語
っ
て
い
る
。

　

確
か
に
、
柏
木
は
、
女
三
の
宮
の
婿
候
補
に
挙
が
っ
た
際
に
、「
そ
の

人
ば
か
り
な
む
、
位
な
ど
い
ま
す
こ
し
も
の
め
か
し
き
ほ
ど
に
な
り
な

ば
」（
若
菜
上
・
三
六
頁
）
と
朱
雀
院
か
ら
評
価
さ
れ
、
官
位
の
低
さ
ゆ

え
に
、
女
三
の
宮
の
婿
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
若
菜
下
巻
で
は
今
上
帝
か
ら
は
厚
い
信
任
を
受
け
て
い
た
こ
と
が

語
ら
れ
て
い
る
。

ま
こ
と
や
、
衛
門
督
は
中
納
言
に
な
り
に
き
か
し
。
今
の
御
世
に
は
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い
と
親
し
く
思
さ
れ
て
、
い
と
時
の
人
な
り
。

（
若
菜
下
巻
・
二
一
七
頁
）

　

朱
雀
院
に
は
、
女
三
の
宮
の
婿
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
柏
木
で

あ
っ
た
が
、
今
上
帝
に
は
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
、
語
り
手
に

は
そ
れ
を
「
時
の
人
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
柏
木
の
病
気
が
重

く
な
り
病
床
に
臥
し
た
際
に
は
、

お
ほ
や
け
も
惜
し
み
口
惜
し
が
ら
せ
た
ま
ふ
。
か
く
、
限
り
と
聞
こ

し
め
し
て
、
に
は
か
に
権
大
納
言
に
な
さ
せ
た
ま
へ
り
。
よ
ろ
こ
び

に
思
ひ
お
こ
し
て
、
い
ま
一
た
び
も
参
り
た
ま
ふ
や
う
も
や
あ
る
と

思
し
の
た
ま
は
せ
け
れ
ど
、
さ
ら
に
え
た
め
ら
ひ
や
り
た
ま
は
で
、

苦
し
き
中
に
も
か
し
こ
ま
り
申
し
た
ま
ふ
。（

柏
木
巻
・
三
一
二
頁
）

と
、
今
上
帝
は
柏
木
の
死
を
惜
し
み
、
権
大
納
言
に
昇
進
さ
せ
た
。
こ
れ

ほ
ど
ま
で
に
時
の
帝
か
ら
寵
遇
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
生
き
て
い

れ
ば
更
な
る
栄
進
が
見
込
ま
れ
た
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
は
大
臣
の
位
に
上
る

こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
柏
木
は
志
半
ば
に
し

て
、
そ
の
身
を
滅
ぼ
す
。
大
臣
と
い
う
輝
か
し
い
栄
華
の
道
は
、
彼
の
早

す
ぎ
る
死
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
内
大
臣
家
の
嫡

男
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
、
栄
華
を
極
め
る
こ
と
が
で
き
ず
に
早
逝
し
た

柏
木
は
、
そ
の
願
い
を
子
孫
で
あ
る
薫
に
託
そ
う
と
、「
陽
成
院
の
御
笛
」

を
彼
に
伝
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
「
陽
成
院
の
御
笛
」
が

「
赤
笛
」
を
准
拠
と
す
る
こ
と
の
大
き
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

　
「
赤
笛
」
は
、
村
上
朝
で
は
藤
原
師
輔
、
円
融
・
一
条
朝
で
は
、
太
政

大
臣
藤
原
頼
忠
と
い
う
藤
原
摂
関
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

先
に
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
頼
忠
は
嫡
男
で
あ
る
公
任
に
「
赤
笛
」
を
伝

え
て
い
た
。
頼
忠
は
円
融
・
花
山
朝
二
代
に
渡
り
関
白
を
つ
と
め
た
が
、

一
条
朝
に
な
る
と
、
外
戚
関
係
が
な
か
っ
た
た
め
、
新
た
に
当
帝
外
祖
父

と
な
っ
た
兼
家
に
摂
関
の
座
を
奪
わ
れ
る
形
と
な
る
。
そ
の
あ
お
り
を
受

け
、
頼
忠
の
嫡
男
の
公
任
も
摂
関
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
頼
忠
は
自

身
の
血
脈
に
摂
政
関
白
の
座
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
望
み
、
公
任
も
父
の

よ
う
に
そ
の
立
場
に
つ
く
こ
と
を
望
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た

頼
忠
・
公
任
父
子
の
間
で
受
け
継
が
れ
た
横
笛
が
「
赤
笛
」
な
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
物
語
の
「
陽
成
院
の
御
笛
」
の
准
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の

意
味
は
小
さ
く
な
い
。
繰
り
返
す
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
藤

原
氏
で
あ
り
、
内
大
臣
家
の
嫡
流
で
あ
る
柏
木
か
ら
薫
へ
と
「
陽
成
院
の

御
笛
」
が
伝
え
ら
れ
る
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
柏
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木
は
子
で
あ
る
薫
に
、
自
身
は
果
た
せ
な
か
っ
た
内
大
臣
家
の
繁
栄
を
実

現
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　

五
、
薫
と
藤
花
宴

　

宿
木
巻
で
、「
陽
成
院
の
御
笛
」
は
、
柏
木
の
願
い
通
り
に
薫
に
伝

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
今
上
帝
の
女
二
の
宮
と
の
婚
姻
に

際
し
、
催
さ
れ
た
藤
花
宴
の
場
で
、
再
び
こ
の
笛
が
物
語
に
登
場
す
る
。

笛
は
、
か
の
夢
に
伝
へ
し
、
い
に
し
へ
の
形
見
の
を
、
ま
た
な
き
も

の
の
音
な
り
と
め
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
を
り
の
き
よ
ら
よ

り
、
ま
た
は
、
い
つ
か
は
は
え
ば
え
し
き
つ
い
で
の
あ
ら
む
と
思
し

て
、
取
う
出
で
た
ま
へ
る
な
め
り
。
大
臣
和
琴
、
三
の
宮
琵
琶
な

ど
、
と
り
ど
り
に
賜
ふ
。
大
将
の
御
笛
は
、
今
日
ぞ
世
に
な
き
音
の

限
り
は
吹
き
た
て
た
ま
ひ
け
る
。

　
（
宿
木
巻
・
四
八
一
、
四
八
二
頁
）

　

こ
こ
で
、
柏
木
か
ら
伝
え
ら
れ
た
「
陽
成
院
の
御
笛
」
を
、「
今
日
ぞ

世
に
な
き
音
の
限
り
」
に
吹
き
通
す
薫
の
姿
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
以
前
の

横
笛
巻
に
お
い
て
、
こ
の
横
笛
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
柏
木
す
ら
、「
音
の

限
り
」
に
吹
き
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
夕
霧
に
よ
っ
て
語
ら

れ
て
い
た
。

こ
れ
も
、
げ
に
、
世
と
と
も
に
身
に
添
へ
て
も
て
遊
び
つ
つ
、「
み

づ
か
ら
も
さ
ら
に
こ
れ
が
音
の
限
り
は
え
吹
き
通
さ
ず
。
思
は
ん
人

に
い
か
で
伝
へ
て
し
が
な
」
と
、
を
り
を
り
聞
こ
え
ご
ち
た
ま
ひ
し

を
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
に
、
い
ま
す
こ
し
あ
は
れ
多
く
添
ひ
て
、
試
み

に
吹
き
鳴
ら
す
。 

（
横
笛
巻
・
三
五
七
頁
）

　

一
条
御
息
所
か
ら
「
陽
成
院
の
御
笛
」
を
贈
ら
れ
た
夕
霧
は
、
生
前
柏

木
が
こ
の
横
笛
の
こ
と
を
折
に
ふ
れ
て
語
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

柏
木
が
、「
み
づ
か
ら
も
さ
ら
に
こ
れ
が
音
の
限
り
は
え
吹
き
通
さ
ず
」

と
、
こ
の
横
笛
を
吹
き
通
す
こ
と
が
で
き
ず
、「
思
は
ん
人
に
い
か
で
伝

へ
て
し
が
な
」
と
語
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
横
笛
巻
の
柏
木
の
霊
が

詠
ん
だ
和
歌
「
笛
竹
に
吹
き
よ
る
風
の
こ
と
な
ら
ば
末
の
世
な
が
き
音
に

伝
へ
な
む
」
か
ら
、
こ
の
「
思
は
ん
人
」
は
柏
木
の
子
孫
、
つ
ま
り
薫
を

指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
柏
木
は
、
子
孫
で
あ
る
薫
に

対
し
て
、
自
分
が
で
き
な
か
っ
た
「
音
の
限
り
」
に
「
陽
成
院
の
御
笛
」

を
吹
き
通
し
て
も
ら
う
こ
と
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
薫
は
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実
際
に
、
柏
木
が
な
し
得
な
か
っ
た
「
音
の
限
り
」
に
横
笛
を
吹
き
通
す

こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
高
橋
和
夫
氏
は
、
薫
が
柏
木
の
横
笛
を
、
宿
木

巻
の
藤
花
宴
で
吹
き
こ
な
す
こ
と
で
、
宿
木
巻
の
藤
花
宴
の
場
に
お
い
て

女
三
宮
物
語
が
「
晴
れ
の
結
末
」
を
迎
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
と

指
摘
し
た）

11
（

。
ま
た
、
浅
尾
広
良
氏
は
、「
薫
が
夢
に
伝
え
ら
れ
た
笛
の

〝
音
の
限
り
〟
を
吹
き
通
す
と
語
ら
れ
る
こ
と
は
重
大
で
、
薫
は
笛
の
正

統
な
伝
承
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
」
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
論
じ
て

い
る）

11
（

。
こ
の
時
、
薫
は
権
大
納
言
と
右
大
将
と
を
兼
任
し
、
さ
ら
に
今
上

帝
の
女
二
の
宮
の
降
嫁
を
得
て
、
柏
木
が
手
に
で
き
な
か
っ
た
栄
華
を
完

結
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
藤
花
宴
の
場
で
「
ま
た
な
き
も
の
の
音
な
り

と
め
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
」
と
、「
陽
成
院
の
御
笛
」
が
今
上
帝
の
前

で
以
前
演
奏
さ
れ
た
際
に
は
、
そ
の
音
を
今
上
帝
が
称
賛
し
て
い
た
こ
と

が
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
今
上
帝
の
愛
姫
女
二
の
宮
の
降
嫁
に

加
え
て
、
薫
と
今
上
帝
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い

る
。
薫
は
、
宿
木
巻
藤
花
宴
の
場
に
お
い
て
、
柏
木
の
段
階
で
は
中
途
半

端
だ
っ
た
皇
統
と
の
つ
な
が
り
を
強
化
し
、
栄
華
を
極
め
た
の
で
あ
る
。

薫
が
「
陽
成
院
の
御
笛
」
を
「
音
の
限
り
」
と
い
う
最
高
の
形
で
吹
き
通

す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
柏
木
に
自
身
の
子
孫
、
つ
ま
り
内
大
臣
家
の

嗣
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
物
語
は
、「
赤

笛
」
を
准
拠
と
す
る
「
陽
成
院
の
御
笛
」
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

内
大
臣
家
の
栄
華
と
繁
栄
を
描
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、「
陽
成
院
の
御
笛
」
の
准
拠
と
見
ら
れ
る
「
赤
笛
」

は
、
村
上
朝
で
は
摂
関
家
の
祖
・
師
輔
に
所
有
さ
れ
、
円
融
朝
で
は
関
白

太
政
大
臣
頼
忠
に
所
有
さ
れ
て
お
り
、
摂
関
家
か
ら
天
皇
に
献
上
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
家
と
藤
原
氏
の
つ
な
が
り
を
示
し
て
き
た
栄
躍
の

証
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
円
融
・
一
条
朝
で
は
、
こ
れ
を
か
つ
て
所
有
し
て

い
た
頼
忠
か
ら
公
任
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
公
任
は
頼
忠
の
嫡
男
と
し
て

小
野
宮
流
を
継
承
し
、
詩
歌
管
絃
に
通
じ
た
才
高
き
人
物
で
あ
り
な
が

ら
、
摂
関
は
お
ろ
か
大
臣
の
座
に
つ
く
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。
頼
忠

が
嫡
男
の
公
任
に
「
赤
笛
」
を
伝
え
た
の
は
、
自
分
の
子
孫
が
摂
関
に

な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
不
遇
の
摂
関
家
頼
忠
・
公
任
父
子

の
思
い
を
作
品
が
く
み
取
り
、
柏
木
と
薫
に
重
ね
合
わ
せ
て
描
い
た
こ
と

に
な
る
。
頼
忠
が
公
任
に
「
赤
笛
」
を
託
し
た
よ
う
に
、
柏
木
も
ま
た
、

藤
原
摂
関
家
の
正
統
の
血
を
継
ぐ
者
と
し
て
大
成
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願

い
を
込
め
て
、「
陽
成
院
の
御
笛
」
を
薫
に
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
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ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

宿
木
巻
の
藤
花
宴
の
場
で
、
薫
が
柏
木
の
子
で
あ
る
こ
と
を
知
る
者

は
、
読
者
の
他
に
い
な
い
。
し
か
し
、「
赤
笛
」
が
准
拠
と
な
る
「
陽
成

院
の
御
笛
」
を
、
薫
に
「
音
の
限
り
」
に
吹
き
通
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
薫
が
柏
木
の
子
で
あ
り
藤
原
家
の
血
筋
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
読
者

に
認
識
さ
せ
、
柏
木
を
含
め
た
内
大
臣
家
の
栄
え
あ
る
将
来
を
予
見
さ
せ

る
の
で
あ
る
。「
陽
成
院
の
御
笛
」
は
、
薫
の
栄
華
の
象
徴
で
あ
る
と
同

時
に
、
内
大
臣
家
の
栄
華
と
繁
栄
の
証
と
し
て
、
物
語
に
描
き
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
た
。

　　
註（１

）
中
川
正
美
氏
は
、「
源
氏
物
語
の
文
体
と
音
楽
─
う
つ
ほ
物
語
と
の
比
較
か
ら
─
」

（『
王
朝
文
学
と
音
楽
』
竹
林
舎　

平
成
二
一
年
）
の
中
で
、『
う
つ
ほ
物
語
』

は
、「
楽
器
中
心
の
音
楽
譚
」
で
あ
り
「
古
代
的
な
音
楽
意
識
」
で
あ
っ
た
の
に

比
べ
、『
源
氏
物
語
』
は
、「
音
楽
を
楽
器
の
呪
力
か
ら
引
き
離
し
、
人
間
側
に
引

き
寄
せ
て
音
楽
を
内
在
化
し
、
内
面
の
機
微
や
人
生
を
、
人
と
人
の
関
係
を
描
く

方
法
と
し
た
。」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
小
嶋
菜
温
子
氏
は
、「
柏
木
の
笛
─
幻
の
血
脈
へ
」（『
源
氏
物
語
批
評
』
有
精
堂

出
版　

平
成
七
年
）
に
お
い
て
、
鈴
虫
巻
と
の
関
連
か
ら
、
六
条
院
の
解
体
に
行

き
場
を
失
い
か
け
た
王
権
の
磁
力
が
、
密
通
か
ら
死
を
通
じ
て
の
柏
木
の
物
語
に

転
移
し
、
彼
の
死
後
、
笛
の
相
伝
を
め
ぐ
っ
て
顕
在
化
し
た
の
だ
と
論
じ
ら
れ
た
。

（
３
）『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
・
平
成

六
～
一
〇
年
）
に
拠
り
、（　

）
内
に
巻
名
と
頁
数
を
記
し
た
。
な
お
、
私
に
傍

線
を
附
し
て
あ
る
。

（
４
）「
陽
成
院
の
御
笛
」
に
関
す
る
初
期
の
論
文
で
は
、
淵
江
文
也
氏
が
「
論
注
横
笛
・

鈴
虫
ノ
巻
」（「
人
文
論
集
」
第
二
巻
第
一
号　

昭
和
四
一
年
）
の
中
で
、
歴
史
上

の
陽
成
院
の
名
で
人
々
が
想
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
挙
げ
ら
れ
、廣
田
收
氏
は
「『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
音
楽
と
系
譜
」（『
源
氏
物
語
の
探
究
』
風
間
書
房　

昭
和
六

三
年
）
の
中
で
、
歴
史
上
の
陽
成
院
の
位
格
を
柏
木
が
継
承
し
た
の
だ
と
論
じ
て

お
ら
れ
、
歴
史
上
の
陽
成
院
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
高
橋
和
夫
氏

は
、「
陽
成
院
」
は
こ
の
物
語
中
に
誰
と
指
摘
し
得
な
い
か
ら
、
過
去
の
帝
王
に

こ
の
院
号
の
人
が
居
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
、
歴
史
上
の
陽
成
院
は
管
絃
の
誉
に
な

に
も
聞
え
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
を
指
す
は
ず
は
な
い
と
し
て
い
る
。（
高
橋
和

夫
「
女
三
の
宮
物
語
と
横
笛
の
伝
授
に
つ
い
て
」（「
国
語
国
文
」
二
四
巻
九
号　

平
成
七
年
）） 

さ
ら
に
、
山
畑
幸
子
氏
は
「『
源
氏
物
語
』
柏
木
の
亡
霊
考
─
「
陽

成
院
の
御
笛
」
の
意
味
す
る
も
の
─
」（「
清
心
語
文
」
第
十
号　

平
成
二
〇
年
）

の
中
で
、
物
語
に
お
け
る
陽
成
院
は
、
作
中
人
物
の
先
帝
を
想
定
し
て
お
り
、
紫

の
上
の
父
式
部
卿
宮
の
曾
祖
父
、
祖
父
、
父
と
い
っ
た
直
系
の
人
物
な
の
で
は
な

い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
５
） 

横
山
勇
気
「
横
笛
相
伝
の
意
義
─
『
源
氏
物
語
』
柏
木
の
横
笛
─
」（「
中
央
大
学

国
文
」
第
五
五
号　

平
成
二
四
年
三
月
）。

（
６
）『
朝
覲
行
幸
部
類
』
は
、『
小
右
記
』
の
逸
文
と
し
て
『
大
日
本
古
記
録　

小
右
記

十
一
』（
岩
波
書
店　

昭
和
六
一
年
三
月
）
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
特
に

断
ら
な
い
限
り
、
歴
史
資
料
の
引
用
は
『
大
日
本
古
記
録
』（
岩
波
書
店
）
に
拠

り
、
私
に
傍
線
を
附
し
て
あ
る
。

（
７
）『
続
群
書
類
従
』
に
収
め
ら
れ
た
『
朝
覲
行
幸
部
類
』
に
は
、
寛
治
六
（
一
〇
九

三
）
年
～
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
で
あ
る
正
暦

元
年
（
九
九
〇
）
の
も
の
は
所
収
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
８
）
注
（
５
）
同
。

（
９
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

紫
式
部
日
記
』（
小
学
館
）　

五
一
五
頁
。
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（
10
）『
王
朝
文
学
文
化
歴
史
大
事
典
』（
笠
間
書
院　

平
成
二
三
年
）
朝
覲
行
幸　

五
二

頁　

浅
尾
広
良
執
筆
項
目
参
照
。

（
11
）『
花
鳥
余
情
』（
桜
楓
社　

昭
和
五
三
年
四
月　

三
一
六
頁
）。

（
12
）「
故
式
部
卿
宮
」
を
指
す
人
物
と
し
て
、『
河
海
抄
』
で
は
桃
園
式
部
卿
宮
、『
花

鳥
余
情
』
で
は
、
紫
の
上
の
父
式
部
卿
宮
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
浅
尾
広
良

氏
は
歴
史
上
の
貞
保
親
王
を
指
す
と
指
摘
し
て
い
る
。（
浅
尾
広
良
「
柏
木
遺
愛

の
笛
と
そ
の
相
承
」（『
源
氏
物
語
の
視
界
四　

六
条
院
の
内
と
外
』
新
典
社　

平

成
九
年
））。

（
13
）
森
野
正
弘
「
柏
木
の
横
笛
に
ま
つ
わ
る
逸
話
の
諸
相
」（『
源
氏
物
語
の
音
楽
と
時

間
』
新
典
社　

平
成
二
六
年
）。

（
14
）『
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
二　

西
宮
記
』（
平
成
五
年　

六
〇
四
頁
）

（
15
）『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
新
潮
社　

昭
和
五
八
年
）。

（
16
）『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館　

昭
和
五
四
年
～
平
成
九
年
）「
藤
原
師
輔
」
加

藤
友
康
執
筆
項
目
。

（
17
）『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館　

昭
和
五
四
年
～
平
成
九
年
） 「
藤
原
頼
忠
」
石

上
英
一
執
筆
項
目
。

（
18
）『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店　

平
成
五
年
）「
藤
原
公
任
」
伊
井
春
樹
執
筆

項
目
。

（
19
）『
国
史
大
系　

公
卿
補
任　

第
一
篇
』（
吉
川
弘
文
館　

昭
和
五
七
年
）。 

（
20
）
市
川
久
編
『
近
衛
府
補
任　

第
一
』（
続
群
書
類
従
完
成
会　

平
成
四
年
）。
し
か

し
、『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店　

平
成
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
蔵
人
頭
の
定

員
は
二
人
で
、
一
人
は
弁
官
局
の
弁
官
、
も
う
一
人
は
近
衛
府
の
中
将
が
補
任
さ

れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
た
め
、
中
将
二
人
が
蔵
人
頭
に
補
任
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
異
例
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
21
）
注
（
18
）
同
。

（
22
）『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店　

平
成
五
年
）「
藤
原
頼
忠
」
池
田
尚
隆
執
筆

項
目
。

（
23
）
平
野
美
佳
「
夢
枕
に
「
ゐ
る
」
柏
木
─
そ
の
罪
と
執
着
を
め
ぐ
っ
て
─
」（「
物
語

文
学
論
究
」
第
一
二
号　

平
成
一
九
年
）。

（
24
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）　

三
六
〇
頁　

頭
注
三
。

（
25
）
高
橋
和
夫
「
女
三
の
宮
物
語
と
横
笛
の
伝
授
に
つ
い
て
」（「
国
語
国
文
」
二
四
巻

九
号　

平
成
七
年
）。

（
26
）
浅
尾
広
良
「
柏
木
遺
愛
の
笛
と
そ
の
相
承
」（『
源
氏
物
語
の
視
界 

四　

六
条
院

の
内
と
外
』
新
典
社　

平
成
九
年
）。

　　


